
一一
子
ン
ユ
ツ

輪
出

文
化
入
年
九
且
の
文
部
に
よ

一一
れ
ば
、
加
賀
山由が
他
同
出
を
制
裂
し
た
も
の
は
、紙
・

一
椛
・抑
制
煙
草
・刻
無
草
油
・油
舵
・大
一0
・米
・雑
穀
・大

一
小
紘
革
・太
鼓
革
・
繰
約
・木
剣
・
武
具
顎
・総
務
額
・

一
か
ま
糸
で
あ
り
、
か
ま
糸
と
は
紺
に
製
せ
ざ
る
以
前

一
の
糸
で
あ
る
。
叉
制
禁
の
法
令
な
き
も
、
妨
聞
に
之

一
に
市
ず
る
も
の
と

心
得
た
の
は
、
鉛
・捺
・腿
共
・旧地

皮
・
牛
皮
・赤
が
ね
・
底
か
ね
・宙
か
ね
・
銑
・古
手
・
古

道
H
H

・
茶
H
H

・
刀
・協
調
・
闘
問
問
・
硫
抗
・
筑
恕
・筑
叫首

相聞
・関
・魚
鳥
類
・民
約
・生
糸
紛
・布
・官
・銭
で
あ
っ

た。
ユ
ヅ
ケ
モ
グ
サ

湯
漬
丈

江
泊
加
山
巾
で
は
、

務
政
時
代
に
交
や
占
拠
出
訴
に
縦
し
た
の
を
、
良
効
が
あ

る
と
て
多
〈
氏
出
し
て
尉
た
。
そ
の
袋
に
鷺
の
mM
を

紡
い
で
あ
っ
た
の
は
、
こ
の
沼
泉
が
病
問
品
か
ら
渡
見

せ
ら
れ
た
と
い
ふ
総
起
に
よ
る
の
で
あ
る
。

ユ
ヅ
リ
ダ
カ
一
議官間

滞
政
の
頃
、
百
姓
の
持
高

は
、
生
存
巾
そ
の
男
子
に
酬
出
向
す
る
こ
と
を
得
な
か

っ
た
。
但
し
村
肝
煎
が
老
齢
に
淫
し
た
伐
、
同
商
の

A
N
慌
に
よ
っ
て
そ
の
子
を
肝
煎
た
ら
し
め
た
必
A
H
に

は
、
そ
の
高
そ
も
絞
る
こ
と
を
得
た
。

ユ
ナ
Z

忌一
一混

J
イ
ミ
ナ
ミ
忌
的
。

ユ
ノ
カ
Z

湯
上

江
川
間
郡
能
咲
境
に
邸
す
る
部

滞。
ユ
ノ
キ

柚
木
河
北
榔
井
上
庄
に
回
出
す
る
部
町
市0

1
J
ゴ
ゼ
ン
ジ
ン
ジ
ヤ

湯
御
前
神
社

"江
沼
郡

清
水
に
在
っ
た
。
式
内
等
部
批
記

に
、
『
引
制
御
前
御

社
。
清
水
村
銀
座
。
今
群
ε
天
王
↓

笛
祉
也
0
』
と
あ

る
。
今
の
清
水
の
訓
祉
は
散
防
枇
と
都
し
て
居
る
か
，

ら
、
こ
の
系
統
を
ma
〈
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。

ユ
ノ
生
ニ

湯

谷

能

渓
郡
山
上
郷
に
関
す
る
部

皆
川
。
郷
村
名
義
抄
に
、
こ
の
村
領
山
中
に
佐
古
槻
間
前

が
出
た
か
ら
村
名
を
得
た
と
い
ひ
、
加
賀
産
物
記
に

ユ、
γ
ー
ー
ユ
ヒ

も
、
こ
の
領
に
山
岡
山
市
の
古
揚
昨
い
か
在
る
と
あ
る
。

ユ
J
h
F

ニ

湯
ノ
谷

能
美
・石
川
二
加
の
境
界
中

ノ
川
の
上
流
で
、
地
川
酬
の
八

O
O米
地
助
か
ら
南
方

に
在
石
川
県
名
探
谷
そ
い
ふ
。
そ
の
左
陣
に
在
る
池
袋

は
右
停
の
関
犯
で
あ
る
が
、
そ
れ
か
ら
犯
に
上
抗
に

は
四
十
鈴
J
加
の
前
泉
が
あ
る
。
白
山
政
究
例
記
に
、

『
湯
谷
。
在
z
m
偶悶
山
間
二
十
町
治
山
岡
山
制
泊
。
釧

沙
明
知
可
ν
奔
。
東
有
z
石
壁
一拠
出
市
出
昌
弘
縫
隙
山
川
出
口

前
於
沙
巾
刊梓
ロ防
於
各
雌
一深
戎
京
ν
版
。
誠
M
U
v
M
。

裕
者
各
随
=
共
立
-
泌
裕
也
。
』
と
犯
す
る
は

門E
で
あ

る。
エ
ノ
生
ニ
ガ
ハ

湯
ノ
谷
川

能
業
部
白
山
線
迦

岳
の
東
方
援
川
で
、
市
，相
田
に
至
っ
て
捌
谷
川
と
合

し、

赤
岩
に
来
っ
て
牛
泊
川
に
注
ぐ
。
湯
，
谷
の
名

は
、
そ
の

下
流
沿
岸
に
も
と
市

J

湖
沼
市取
が
あ
っ
た

に
よ
る。

ユ
ノ
ハ
ナ
マ
ツ
リ

湯
花
祭

江

泊

制
官
生
行
部

制
祉
で
は
、
町
長
越
-
戚
か
ら
第
三
日

ハ今
七
月一一
十
六

日
〉
に
抑
制
花
祭
キ
-
行
ふ
。
拝
殿
に
鍛
そ
抑
ゑ
て
拐
を

訓
か
し
、
宮
司
は
恨
の
裁
や
・
え
で
の
中
に
H
M

し
て
直
に

引
上
げ
、
抑
扱
い
て
三
度
之
を
反
出
世
す
る
。
能
殺
の

奥
部
の
訓
祉
で
も
水
無
月
献
を
行
ふ
所
が
あ
り
、
そ

の
際
筈
虫
駆
除
の
耐
符
や
-
似
つ
が
、
土
俗
で
は
そ
れ

脅
湯
花
祭
と
い
う
て
ゐ
る
。

ユ
ノ
ハ
ラ
シ
ヤ
弓
J

原
紅

白
山
九
聞
の
小
前

の
一
つ
で
、

白
山
記
に
『
弓，
原
、
井
口
在
之
』
と
あ

る
が
、
大
永
七
年
の
白
山
託
宣
記
に
は
弓
，
原
，
祉
を

九
腕
の
小
前
に
加
へ
て
居
な
い
。式
内
等
活
枇
記
に
、

『
弓
原
跡
祉
、
井
口
村
銀
座
、
今
抑
制
=
入
柿
宮
一
泊
枇

也。
』
と
あ
る
か
ら
、
石
川
端
林
郷
井
口
の
そ
れ
で
あ

ら
う
。ユ

ノ
ヤ

湯
屋

九
日
一
能
胤
京
都
山
上
郷
に
闘
す

る
部
町
問
。
元
品
開
十
凶
年
の
郷
村
名
義
抄
に
、
『
反，
口

村
簡
の
内
、
昔
年
湯
泉
有
之
山
岨
退
料
仕
に
付
、
湯
本

の
者
二
三
人
此
朗
代
悩
邸
、
村山
Y
巾
に
付
、
川
場
屋

村
と
階
中
同
巾
俳
候
。
』
と
あ
る
。

ユ
ハ
ラ
ク
ニ
ノ
プ

湯
原
図
信
辺
都
八
永
-。
児

石
黒
記
近
と
共
に
越
中
木
舟
械
に
在
っ
た
が
、
左
近

の
切
腹
以
後
高
野
山
に
市
民
L
、
天
班
十
三
年
来
り

て
前
川
利
家
に
仕
へ
、初
年
修
一
一
千
一
点
百
石
を
受
け
、

十
入
年
八
王
子
城
攻
摂
に
功
あ
り
。
叉
御
賂
廻
照
と

し
て
州
出u
N
五
年
の
役
に
従
ひ
、
=一位
山
に
叫
し
て
小

必
城
の
抑
へ
と
な
っ
た
0

4
a
三
年
奴
。
子
採
滞
に

m

m
却
す
る
。

ユ
ハ
ラ
サ
ダ
ヒ
一
T

湯
原
貞
銭

逝
棋
士
し
水

・
入

訴
。
入
永
同
信
の
子
。
政
二
千
五
百
石
。
大
坂
再
役

に
泊
級
二
令
娘
、
前
川
利
治
の
隠
抜
し
た
時
小
訟
御

馬
廻
御
番
顕
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
寛
文
二
年
致
仕
し
て

以
安
と
嚇
し
、
七
年間目。

ユ
ハ
号
チ
ョ
ウ
ダ
ユ
ウ

湯
原
長
太
夫

矢
橘
江

腿
郎
の
也
知
千
五
百
石
を
盟
い
で
御
M
M
砲
に
班
L
、

前
川
軍
政
の
御
近
討
を
勤
め
た
が
、
不
行
叫
肌
を
以
て

一
大
別
二
年
九
月
六
日
間
門
宇
一
命
ぜ
ら
れ
、
三
年
正
且

御
犯
の
際
千
石
宇
一
減
じ
、
荒
年
百
石
そ
加

へ
て
大
小

終
に
列
せ
し
め
ら
れ
た
。
文
化
十
三
年
間
問
。

ユ
ハ
ヲ
マ
サ
ノ
7

湯
原
脇
信

泊
抑
制
政
七
郎

・

ホ
僻
。
左
平
太
附
訪
の
子
。
政
千
京
一
白
石
。
廷
判
H

去

年
御
作

m務
行
、
八
年
魚
諮
問
務
行
を
終
、
元
職
抗

年
八
月
御
持
廻
番
問
と
し
て
飛
耶
一
品
山
在
香
そ
命
ぜ

ら
れ
、
迭
に
御
脳
泡
聞
に
烹
り
、
正
徳
二
年
十
月

一

日
夜
し
た
。
平
年
近
十
八
。

ユ
ハ
ヲ
ヤ
ス
ノ
プ

湯
原
安
信

沼
紛
友
之
進
・十

左
衛
門
。
点
苧
元
年
比
才
之
助
の
也
知
抗
百
石
を
鑓

ぎ
、
大
小
綿
・
間
話
そ
縦
、
正
徳
二
年
間
以
君
附
物
副

部
と
し
て
百
石
を
加
へ
、
一一一年波
し
た
。

ユ
ヒ
カ
ツ
h
F
ダ

由

比
勝
ヂ

迦
抑
制
五
郎
左
衛
門
。

新
五
郎
防
生
の
鏑
男
。
正
徳
三
年
計
入
隠
居
の
後
そ
の

領
去
百
石
を
裂
ぎ
、
前

mtロ
徳
附
御
小
符

・
同
附
先

筒
閉
山
か
ら
次
第
に
昇
抱
L
、
。与保
九
年
二
百
石
宇
治

L
、
逢
に
定
番
頭
に
L
P
・り
、
延
手
凶
年
致
仕
し
て
隣

家
と
鋭
し
、
見
涯
一
一
年
十
月

H
九
日
七
十
四
設
や
以

て
明
日
し
た
。

ユ
ヒ
カ
ツ
ナ
日
由
比
勝
生

幼
名
長
次
郎
、
後

三
丞
・五
郎
左
衛
門
・薪
五
郎
o
E肪
の
二
男
。
江
文

元
年
交
の
夜
後
そ
の
職
四
百
石
宥
裂
い
で
附
凶
綱
紀

に
仕

へ
、
大
小
府
組
に
班
し
、
延
開
H
r
v
年
台
所
町
市
行

と
な
り
、
元
副
帆
四
担
・
附
子
育
館
の
仰
に
的
じ
、
釘白氷一

三
年
百
石
を
噌
L
、
支
年
定
料
開
に
加
み
、
正
徳一一一

年
退
老
し
て
留
習
と
鋭
し
、
二
十
人
扶
持
を
賜
付

h
，、平
保
四
年
間
担
。
年
入
十
凶
。
勝
佐
天
資
直
売
、
臓

を
奉
ず
る
こ
と
格
勤
、
好
ん
で
訟
を
刻
み
、
群
叫
桁
を

渉
担
制
し
て
、
君
侯
の
Mm
附

・
照的州
の
系
的
よ
旬
、
法

令
・制
度
に
羊
'る
ま
で
、
得
る
に
隠
っ
て
鉱
録
L
、

凶
し
て
多
毛
菅
.
草
と
い
う
た
。
又
州
国
間
四
夜
話
一
容
は

前
凶
利
常
以
下
古
代
に
去
る
昨
以
キ
-牧
め
、
江
品
川
佐

訟
一
容
は
江
戸
・金
持
聞
の
政
行
犯
で
あ
る
。

ユ
ビ
ガ
Z
ネ

指

ヶ
峰
山
出
品
川
附
久
江
の
内
巾
似

の
東
南
、
越
中
氷
見
仰
と
の
凶
成
に
在
る
。
お
さ
問

主
二
米
。
こ
の
昨
飽
き
中
大
的
と
桝
サ
る
。

ユ
ヒ
キ
ヨ
h
F
ダ

由

比
清
訴

泊
桝
兵
次
・三
左
衛

門
・勘
兵
衛
。
亭
保
六
年
笑
勘
兵
術
品
消
の
也
知
一
一
一

百
石
を
製
ぎ
、
大
小
綿
・去
小
将
前
回
一
度
照
附
物
以

前
よ
り
次
第
に
界
地
し
、
延
卒
四
年
百
五
十
石
中日加

へ
、
迭
に
大
組
頭
に
去
っ
た
。

ユ
ピ
キ
リ

指
切

滞
政
の
問
、
刑
制
と
し
て
手

訴
を
断
っ
た
こ
と
は
甚
だ
稲
に
行
は
れ
た
。
滋
郎
三

年
河
北
郡
山
上
村
肝
煎
際
兵
衛
が
、
そ
の
第
三
子
十

兵
衛
と
共
に
人
t
T
殺
容
し
た
。
岱
例
に
よ
れ
ば
俺
刑

に
磁
せ
ら
れ
る
筈
で
あ
る
が
、
市
仰
の
見
限
す
〈
き

八
八
五


